
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年９月29日

【会社名】 株式会社ビジョナリーホールディングス　（注）１

【英訳名】 VISIONARYHOLDINGS CO. , LTD.　（注）１

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　星﨑　尚彦　（注）１

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目17番３号 芝浦ＮＡビル３階　（注）１

【電話番号】 （0465）24―3611（代表）

【事務連絡者氏名】 株式会社メガネスーパー

取締役執行役員ＣＦＯ　三井　規彰

【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市本町四丁目２番39号

【電話番号】 （0465）24―3611（代表）

【事務連絡者氏名】 株式会社メガネスーパー

取締役執行役員ＣＦＯ　三井　規彰

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券及び新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等）1,587,278,000円（注）２、４

【届出の対象とした募集(売出)金額】 （第１回新株予約権）

　　　　　　　　　　　　　　　 　０円　（注）３

　　　　　　　　　   　　159,318,000円（注）４

（第２回新株予約権）

　　　　　　　　　　 　　　　　　０円　（注）３

　　　　　　　　　　　　128,260,000円　（注）４

（第３回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券

等））

　　　　　　　　　　　　　　　　 ０円　（注）３

　　　　　　　　　　　　950,000,000円　（注）４

（第４回新株予約権）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ０円　（注）３

　　　　　　　　　　　　201,300,000円　（注）４

（第５回新株予約権）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ０円　（注）３

　　　　　　　　　　　　148,400,000円　（注）４

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

（注）１．本訂正届出書提出日現在におきまして、株式会社ビ
ジョナリーホールディングスは未成立であり、平成29
年11月１日の設立を予定しております。なお、代表者
の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現
時 点 の 予 定 を 記 載 し て お り ま
す。　　　　　　　　　　　　　

　　　２．本訂正届出書の対象となる新株予約権証券は、本株式
移転に際し、株式会社メガネスーパーの新株予約権の
新株予約権者に対して、株式会社メガネスーパーの新
株予約権の代わりに、その保有する新株予約権の合計
と同数の株式会社ビジョナリーホールディングスの新
株予約権証券を交付するものです。

　　　３． 新 株 予 約 権 証 券 の 発 行 価 額 の 総 額 で
す。　　　　　　　

　　　４．新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権の
行使に際して払い込むべき金額の合計額　を合算した
金額です。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　平成29年７月10日に提出いたしました有価証券届出書、平成29年７月28日に及び平成29年９月13日に提出いたし

ました有価証券届出書の訂正届出書の記載内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、当該箇所を修正するた

め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部 証券情報

第１ 募集要項

１ 新規発行新株予約権証券

(2) 新株予約権の内容等

③　株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権

第三部 企業情報

第４ 提出会社の状況

１ 株式等の状況

(2) 新株予約権等の状況

③　株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権

第６　提出会社の株式事務の概要

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行新株予約権証券】

(2) 【新株予約権の内容等】

③　株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権

（訂正前）

当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び数
　当社普通株式6,800,000株（当社普通株式は、別記「新株予約権の目的と
なる株式の種類」欄に定義する。以下同じ。）。なお、当社普通株式の株
価の上昇又は下落により本新株予約権の行使価額（別記「新株予約権の行
使時の払込金額」欄に定義する。以下同じ。）が修正されても変化しな
い。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、
調整される場合がある。
２　行使価額の修正
　後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編
成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画
(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「８. 行使価額の修
正」を条件に、行使価額は、各修正日の株式会社東京証券取引所（以下
「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値
がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の１円未満小数第
３位まで算出し、小数第３位を切り上げた金額に修正される。さらに、本
新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、東証
におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引
日に受領したものとみなす。
　本有価証券届出書において、「行使日」とは、本新株予約権の各行使請
求に係る通知を当社が受領した日をいう。
　「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東
証において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限が
あった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、行使日の直前の取引日をい

う。
３　行使価額の修正頻度
　行使の際に本欄２項に記載の条件に該当する都度、各修正日において、
修正される。
４　行使価額の下限
　行使価額は40円（但し、後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関す
る情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契
約」の「株式移転計画(写し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載
の「７. 行使価額の調整」による調整を受ける。）（以下「下限行使価
額」という。）を下回らないものとする。
５　割当株式数
　6,800,000株

EDINET提出書類

株式会社ビジョナリーホールディングス(E33346)

訂正有価証券届出書（組織再編成）

 3/13



６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項
に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調
達額）
　本新株予約権の下限行使価額である40円で本新株予約権全部が行使され
た場合の金額は272,000,000円（但し、本新株予約権の全部又は一部が行使
されない可能性がある。）。
７　当社の請求による本新株予約権の取得
　本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を
取得することを可能とする条項が設けられている（詳細については別記
「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照）。
８　本新株予約権者による本新株予約権の取得請求
　本新株予約権には、本新株予約権者が当社に対して、本新株予約権の全
部又は一部の取得を請求することを可能とする条項が設けられている（詳
細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参
照）。

新株予約権の目的となる株

式の種類

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における株式で

す。

新株予約権の目的となる株

式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予

約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当

社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を

「交付」という。）する数は、100,000株（以下「割当株式数」という。）

とする。本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予

約権の総数を乗じた数として6,800,000株とする。但し、後記「第二部　組

織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概

要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画(写し)　別紙７「乙第

３回新株予約権の内容」記載の「４．新株予約権の目的である株式の種類

及び数」により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的で

ある株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開

始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにそ

の事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他

必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を

行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込

金額

１．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予

約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込

金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

２．行使価額は、当初95円とする。

但し、後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織

再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計

画(写し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「７．行使価額の

調整」の定めるところに従い調整されるものとする。

新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価額の総額

646,000,000円

(前記「新株予約権の目的となる株式の数」に１株あたりの前記「新株予約

権の行使時の払込金額」を乗じた額を記載しております。実際の額は、こ

れを下回る可能性があります。)

新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

１．発行価格　95円

２．①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等

増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 2017年11月１日から2018年3月31日とする。

新株予約権の行使請求の受

付場所、取次場所及び払込

取扱場所

１．新株予約権の行使請求場所
みずほ信託銀行株式会社

２．新株予約権の行使請求取次ぎ場所

設置しない。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

みずほ銀行横浜駅前支店

新株予約権の行使の条件

後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画

(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「10.その他の本新株予

約権の行使の条件」の規定に従う。
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自己新株予約権の取得の事

由及び取得の条件

１．2017年11月１日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を

取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を

決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象とな

る本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の２週

間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につ

き本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部

の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとす

る。

２．いずれかの取引日において、東証における当社普通株式の普通取引の

終値が５取引日連続して下限行使価額を下回った場合、もしくは本新株予

約権の交付日より１年が経過した場合、本新株予約権者は、その選択によ

り、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一

部の取得を請求することができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が

到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日において、本新株予約

権1個につき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に

かかる本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関する

事項
該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株

予約権の交付に関する事項

後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画(写

し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「12．合併、会社分割、

株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付」の規定に従う。
 

(注) １ 本株式移転の効力発生に先立ち、株式移転完全子会社となるメガネスーパーの発行する株式会社メガネスー

パー第12回新株予約権の総数が変化した場合には、当社が交付する株式会社ビジョナリーホールディングス第

３回新株予約権の発行数は変動いたします。

２ 株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権は、メガネスーパーの平成29年６月19日開催の取締

役会の決議(株式移転計画の承認及び株主総会への付議)及び平成29年７月26日開催しました定時株主総会の特

別決議(株式移転計画の承認)に基づき発行します。

３　本新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金の調達をしようとする理由

本新株予約権は、本株式移転後も株式会社メガネスーパー第12回新株予約権の権利者に従前と可及的に同等の

権利を維持していただくために、株式会社メガネスーパー第12回新株予約権と同等の内容を定めた上で、株式

会社メガネスーパー第12回新株予約権１個に対して、本新株予約権１個を割当て交付することにしたものであ

り、資金調達を目的とするものではありません。

（後略）

 
（訂正後）

当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び数
　当社普通株式6,800,000株（当社普通株式は、別記「新株予約権の目的と
なる株式の種類」欄に定義する。以下同じ。）。なお、当社普通株式の株
価の上昇又は下落により本新株予約権の行使価額（別記「新株予約権の行
使時の払込金額」欄に定義する。以下同じ。）が修正されても変化しな
い。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、
調整される場合がある。
２　行使価額の修正
　後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編
成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画
(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「８. 行使価額の修
正」を条件に、行使価額は、各修正日の株式会社東京証券取引所（以下
「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値
がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の１円未満小数第
３位まで算出し、小数第３位を切り上げた金額に修正される。さらに、本
新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、東証
におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引
日に受領したものとみなす。
　本有価証券届出書において、「行使日」とは、本新株予約権の各行使請
求に係る通知を当社が受領した日をいう。
　「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東
証において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限が
あった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、行使日の直前の取引日をい

う。
３　行使価額の修正頻度
　行使の際に本欄２項に記載の条件に該当する都度、各修正日において、
修正される。
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４　行使価額の下限
　行使価額は40円（但し、後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関す
る情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契
約」の「株式移転計画(写し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載
の「７. 行使価額の調整」による調整を受ける。）（以下「下限行使価
額」という。）を下回らないものとする。
５　割当株式数
　6,800,000株
６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項
に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調
達額）
　本新株予約権の下限行使価額である40円で本新株予約権全部が行使され
た場合の金額は272,000,000円（但し、本新株予約権の全部又は一部が行使
されない可能性がある。）。
７　当社の請求による本新株予約権の取得
　本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を
取得することを可能とする条項が設けられている（詳細については別記
「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照）。
８　本新株予約権者による本新株予約権の取得請求
　本新株予約権には、本新株予約権者が当社に対して、本新株予約権の全
部又は一部の取得を請求することを可能とする条項が設けられている（詳
細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参
照）。

新株予約権の目的となる株

式の種類

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における株式で

す。

新株予約権の目的となる株

式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予

約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当

社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を

「交付」という。）する数は、100,000株（以下「割当株式数」という。）

とする。本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予

約権の総数を乗じた数とする。但し、後記「第二部　組織再編成(公開買付

け)に関する情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成

に係る契約」の「株式移転計画(写し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内

容」記載の「４．新株予約権の目的である株式の種類及び数」により割当

株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調

整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開

始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにそ

の事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他

必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を

行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込

金額

１．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予

約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込

金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

２．行使価額は、当初95円とする。

但し、後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織

再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計

画(写し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「７．行使価額の

調整」の定めるところに従い調整されるものとする。

新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価額の総額

646,000,000円

(前記「新株予約権の目的となる株式の数」に１株あたりの前記「新株予約

権の行使時の払込金額」を乗じた額を記載しております。実際の額は、こ

れを下回る可能性があります。)

新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

１．発行価格　95円

２．①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等

増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①

に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 2017年11月１日から2018年3月31日とする。
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新株予約権の行使請求の受

付場所、取次場所及び払込

取扱場所

１．新株予約権の行使請求場所
みずほ信託銀行株式会社

２．新株予約権の行使請求取次ぎ場所

設置しない。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

みずほ銀行横浜駅前支店

新株予約権の行使の条件

後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画

(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「10.その他の本新株予

約権の行使の条件」の規定に従う。

自己新株予約権の取得の事

由及び取得の条件

１．2017年11月１日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を

取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を

決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象とな

る本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の２週

間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につ

き本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本

新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部

の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとす

る。

２．いずれかの取引日において、東証における当社普通株式の普通取引の

終値が５取引日連続して下限行使価額を下回った場合、もしくは本新株予

約権の交付日より１年が経過した場合、本新株予約権者は、その選択によ

り、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一

部の取得を請求することができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が

到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日において、本新株予約

権1個につき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に

かかる本新株予約権の全部を取得する。

新株予約権の譲渡に関する

事項
該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株

予約権の交付に関する事項

後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画(写

し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「12．合併、会社分割、

株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付」の規定に従う。
 

(注) １ 本株式移転の効力発生に先立ち、株式移転完全子会社となるメガネスーパーの発行する株式会社メガネスー

パー第12回新株予約権の総数が変化した場合には、当社が交付する株式会社ビジョナリーホールディングス第

３回新株予約権の発行数は変動いたします。

２ 株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権は、メガネスーパーの平成29年６月19日開催の取締

役会の決議(株式移転計画の承認及び株主総会への付議)及び平成29年７月26日開催しました定時株主総会の特

別決議(株式移転計画の承認)に基づき発行します。

３　本新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金の調達をしようとする理由

本新株予約権は、本株式移転後も株式会社メガネスーパー第12回新株予約権（平成28年3月31日割当、払込価

額金3,000,000円（本新株予約権１個当たり金30,000円））の権利者に従前と可及的に同等の権利を維持して

いただくために、株式会社メガネスーパー第12回新株予約権と同等の内容を定めた上で、株式会社メガネスー

パー第12回新株予約権１個に対して、本新株予約権１個を割当て交付することにしたものであり、資金調達を

目的とするものではありません。

（後略）

 
第三部 企業情報
第４ 提出会社の状況

１【株式等の状況】

(2) 新株予約権等の状況

③　株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権

（訂正前）

区分
株式移転効力発生日現在
(平成29年11月１日)

新株予約権の数 68個
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新株予約権のうち自己新株

予約権の数

該当事項はありません。

当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式6,800,000株（当社普通株式は、別記「新株予約権の目的と

なる株式の種類」欄に定義する。以下同じ。）。なお、当社普通株式の株

価の上昇又は下落により本新株予約権の行使価額（別記「新株予約権の行

使時の払込金額」欄に定義する。以下同じ。）が修正されても変化しな

い。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、

調整される場合がある。

２　行使価額の修正

　前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編

成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画

(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「８. 行使価額の修

正」を条件に、行使価額は、各修正日の株式会社東京証券取引所（以下

「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値

がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の１円未満小数第

３位まで算出し、小数第３位を切り上げた金額に修正される。さらに、本

新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、東証

におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引

日に受領したものとみなす。

　本届出書において、「行使日」とは、本新株予約権の各行使請求に係る

通知を当社が受領した日をいう。

　「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東

証において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限が

あった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、行使日の直前の取引日をい

う。

３　行使価額の修正頻度

　行使の際に本欄２項に記載の条件に該当する都度、各修正日において、

修正される。

４　行使価額の下限

　行使価額は40円（但し、後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関す

る情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契

約」の「株式移転計画(写し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載

の「７. 行使価額の調整」による調整を受ける。）（以下「下限行使価

額」という。）を下回らないものとする。

５　割当株式数

　6,800,000株

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項

に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調

達額）

　本新株予約権の下限行使価額である40円で本新株予約権全部が行使され

た場合の金額は272,000,000円（但し、本新株予約権の全部又は一部が行使

されない可能性がある。）。

７　当社の請求による本新株予約権の取得

　本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を

取得することを可能とする条項が設けられている（詳細については別記

「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照）。

８　本新株予約権者による本新株予約権の取得請求

　本新株予約権には、本新株予約権者が当社に対して、本新株予約権の全

部又は一部の取得を請求することを可能とする条項が設けられている（詳

細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参

照）。

新株予約権の目的となる株

式の種類

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社における株式

です。
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新株予約権の目的となる株

式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予

約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当

社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を

「交付」という。）する数は、100,000株（以下「割当株式数」という。）

とする。本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予

約権の総数を乗じた数として6,800,000株とする。但し、前記「第二部　組

織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概

要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画(写)　別紙７「乙第３

回新株予約権の内容」記載の「４．新株予約権の目的である株式の種類及

び数」により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的であ

る株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．　割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用

開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びに

その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その

他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知

を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込

金額

１．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予

約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込

金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

２．行使価額は、当初95円とする。

但し、前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織

再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計

画(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「７．行使価額の調

整」の定めるところに従い調整されるものとする。

新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価額の総額

646,000,000円

(前記「新株予約権の目的となる株式の数」に１株あたりの前記「新株予約

権の行使時の払込金額」を乗じた額を記載しております。実際の額は、こ

れを下回る可能性があります。)

新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

１．発行価格　95円

２．①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等

増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準

備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加

する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年11月１日から平成30年3月31日とする。

新株予約権の行使請求の受

付場所、取次場所及び払込

取扱場所

１．新株予約権の行使請求場所

みずほ信託銀行株式会社

２．新株予約権の行使請求取次ぎ場所

設置しない。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

みずほ銀行横浜駅前支店

新株予約権の行使の条件

前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画

(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「10.その他の本新株予

約権の行使の条件」の規定に従う。
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自己新株予約権の取得の事

由及び取得の条件

１．平成29年11月１日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権

を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）

を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象と

なる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の２

週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個に

つき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する

本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一

部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとす

る。

２．いずれかの取引日において、東証における当社普通株式の普通取引の

終値が５取引日連続して下限行使価額を下回った場合、もしくは本新株予

約権の交付日より１年が経過した場合、本新株予約権者は、その選択によ

り、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一

部の取得を請求することができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が

到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日において、本新株予約

権1個につき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に

かかる本新株予約権の全部を取得する

新株予約権の譲渡に関する

事項
該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株

予約権の交付に関する事項

前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画(写

し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「７．合併、会社分割、

株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付」の規定に従う。
 

（注） 株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権は、本株式移転により株式会社メガネスーパー第12回

新株予約権に代えて発行される当社の新株予約権です。

（訂正後）

区分
株式移転効力発生日現在
(平成29年11月１日)

新株予約権の数
株式会社ビジョナリーホールディングスの成立日の前日に、株式会社メガ

ネスーパー第12回新株予約権原簿に記載された総数

新株予約権のうち自己新株

予約権の数
該当事項はありません。

当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等の特質

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び数

　当社普通株式6,800,000株（当社普通株式は、別記「新株予約権の目的と

なる株式の種類」欄に定義する。以下同じ。）。なお、当社普通株式の株

価の上昇又は下落により本新株予約権の行使価額（別記「新株予約権の行

使時の払込金額」欄に定義する。以下同じ。）が修正されても変化しな

い。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、

調整される場合がある。

２　行使価額の修正

　前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編

成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画

(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「８. 行使価額の修

正」を条件に、行使価額は、各修正日の株式会社東京証券取引所（以下

「東証」という。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値

がない場合には、その直前の終値）の90%に相当する金額の１円未満小数第

３位まで算出し、小数第３位を切り上げた金額に修正される。さらに、本

新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した時点において、東証

におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引

日に受領したものとみなす。

　本届出書において、「行使日」とは、本新株予約権の各行使請求に係る

通知を当社が受領した日をいう。

　「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。但し、東

証において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限が

あった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

「修正日」とは、各行使価額の修正につき、行使日の直前の取引日をい

う。

３　行使価額の修正頻度
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　行使の際に本欄２項に記載の条件に該当する都度、各修正日において、

修正される。

４　行使価額の下限

　行使価額は40円（但し、後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関す

る情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契

約」の「株式移転計画(写し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載

の「７. 行使価額の調整」による調整を受ける。）（以下「下限行使価

額」という。）を下回らないものとする。

５　割当株式数

　6,800,000株

６　本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本欄第４項

に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調

達額）

　本新株予約権の下限行使価額である40円で本新株予約権全部が行使され

た場合の金額は272,000,000円（但し、本新株予約権の全部又は一部が行使

されない可能性がある。）。

７　当社の請求による本新株予約権の取得

　本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を

取得することを可能とする条項が設けられている（詳細については別記

「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参照）。

８　本新株予約権者による本新株予約権の取得請求

　本新株予約権には、本新株予約権者が当社に対して、本新株予約権の全

部又は一部の取得を請求することを可能とする条項が設けられている（詳

細については別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄参

照）。

新株予約権の目的となる株

式の種類

普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社における株式

です。

新株予約権の目的となる株

式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予

約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当

社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を

「交付」という。）する数は、100,000株（以下「割当株式数」という。）

とする。本新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本新株予

約権の総数を乗じた数とする。但し、前記「第二部　組織再編成(公開買付

け)に関する情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成

に係る契約」の「株式移転計画(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内

容」記載の「４．新株予約権の目的である株式の種類及び数」により割当

株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調

整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．　割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用

開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びに

その事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その

他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知

を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込

金額

１．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予

約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込

金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

２．行使価額は、当初95円とする。

但し、前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織

再編成(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計

画(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「７．行使価額の調

整」の定めるところに従い調整されるものとする。

新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価額の総額

646,000,000円

(前記「新株予約権の目的となる株式の数」に１株あたりの前記「新株予約

権の行使時の払込金額」を乗じた額を記載しております。実際の額は、こ

れを下回る可能性があります。)
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新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

１．発行価格　95円

２．①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資

本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等

増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準

備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加

する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年11月１日から平成30年3月31日とする。

新株予約権の行使請求の受

付場所、取次場所及び払込

取扱場所

１．新株予約権の行使請求場所

みずほ信託銀行株式会社

２．新株予約権の行使請求取次ぎ場所

設置しない。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

みずほ銀行横浜駅前支店

新株予約権の行使の条件

前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画

(写)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「10.その他の本新株予

約権の行使の条件」の規定に従う。

自己新株予約権の取得の事

由及び取得の条件

１．平成29年11月１日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権

を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）

を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象と

なる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の２

週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個に

つき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する

本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一

部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとす

る。

２．いずれかの取引日において、東証における当社普通株式の普通取引の

終値が５取引日連続して下限行使価額を下回った場合、もしくは本新株予

約権の交付日より１年が経過した場合、本新株予約権者は、その選択によ

り、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一

部の取得を請求することができる。当社は、当該取得請求にかかる書面が

到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日において、本新株予約

権1個につき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、当該取得請求に

かかる本新株予約権の全部を取得する

新株予約権の譲渡に関する

事項
該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株

予約権の交付に関する事項

前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成

(公開買付け)の概要　３　組織再編成に係る契約」の「株式移転計画(写

し)　別紙７「乙第３回新株予約権の内容」記載の「７．合併、会社分割、

株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付」の規定に従う。
 

（注） 株式会社ビジョナリーホールディングス第３回新株予約権は、本株式移転により平成29年11月1日に、平成29年7

月26日株式会社メガネスーパー第41期定時株主総会および普通株主による種類株主総会にて承認された株式移転

計画に従い、株式会社メガネスーパー第12回新株予約権（平成28年3月31日割当、払込価額金3,000,000円（本新

株予約権１個当たり金30,000円））1個につき、1個割り当てられるものです。

 

第６【提出会社の株式事務の概要】

　当社の株式事務の概要は、以下のとおりです。

　（訂正前）

事業年度 ５月１日から４月30日まで

定時株主総会 毎年７月

基準日 ４月30日

剰余金の配当の基準日 10月31日、４月30日
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１単元の株式数 普通株式　100株
優先株式　 １株
劣後株式　100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 電子公告（URL：https://www.meganesuper.co.jp/)

株主に対する特典 未定
 

　（訂正後）

事業年度 ５月１日から４月30日まで

定時株主総会 毎年７月

基準日 ４月30日

剰余金の配当の基準日 10月31日、４月30日

１単元の株式数
普通株式　100株
優先株式　 １株
劣後株式　100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 電子公告（URL：https://www.visionaryholdings.co.jp/)

株主に対する特典 未定
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